
山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨）  

第１条 知事は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資するため、鳥獣被害

防止総合対策交付金交付等要綱（令和４年３月３１日付け３農振第２３３３

号農林水産事務次官依命通知）、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領（平成

２０年３月３１日付け１９生産第９４２４号農林水産省生産局長通知）、鳥獣

被害防止総合対策交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いにつ

いて（平成２０年３月３１日付け１９生産第９４２５号農林水産省生産局長

通知）、鳥獣被害防止総合対策交付金における費用対効果分析の実施について

（平成２０年３月３１日付け１９生産第９４２６号農林水産省生産局長通

知）及び山梨県鳥獣被害防止総合対策事業実施要領（平成２２年５月１９日付

け農技第４１７号山梨県農政部長通知）に基づき、事業実施主体が行う事業

（以下「事業」という。）に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金

を交付するものとし、その交付に関しては鳥獣被害防止総合対策交付金交付

等要綱、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規

則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付の対象となる経費及びその補助率） 

第２条 前条に規定する事業の補助対象経費、交付先及び補助率は（別表１）から（別

表６）に定めるところによる。 

 

（補助金等の交付申請書及び添付書類の様式、提出期限） 

第３条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、補助金交付申請書（様式第

１号）を別に定める期日までに、知事に提出しなければならない。 

２ 事業実施主体は前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税

仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の

うち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税

額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて

得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかなときは、こ

れを減額して申請しなければならない。 

    ただし、申請時に当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場

合は、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第４条 知事は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたとき

は、速やかに交付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第２号）を交付先

に通知するものとする。 

 



 

 

（補助金の交付の条件） 

第５条 規則第６条による補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業実施主体は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更

（別表１に定める軽微な変更は除く。）をしようとするときは、あらかじめ補

助金変更承認申請書（様式第３号）を提出して知事の承認を受けなければなら

ない。 

（２） 事業実施主体は、事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中

止（廃止）承認申請書（様式第４号）を提出して知事の承認を受けなければな

らない。 

（３） 事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は事業等の遂行が困難

となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければ

ならない。 

 

（状況報告） 

第６条 事業実施主体は、補助金の交付の決定に係る年度の１２月３１日現在にお

いて、補助金事業遂行状況報告書（様式第５号）を作成し、翌月の２０日まで

に知事に提出し、事業の遂行状況を報告するものとする。 

２  知事は、前項に規定する時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要

があると認めるときは、事業実施主体に対して当該補助金の遂行状況について

報告を求めることができる。 

 

（補助金の交付） 

第７条 補助金の交付は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めるときは、概

算払いにより交付することができるものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算

払い請求書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告の提出、提出期限） 

第８条 事業実施主体は、事業が完了したとき又は事業の廃止の承認を受けたとき

は、実績報告書（様式第７号）により、事業の完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して１ヶ月を経過した日、又は補助金の交付を決定した年

度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提出するものとす

る。 

２ 第３条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、前

項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならな

い。 

３ 第３条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、第

１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の

規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部



 

 

分の金額）を消費税仕入控除税額報告書（様式第８号）により速やかに知事に

報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、事業の完了又は廃止に係る実績報告を受けたときは、当該報告に係

る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、事業実施主体に通知するものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 10 条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）については、知事が補助金交付の目的及び減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して別

に定める期間（以下「財産処分制限期間」という。）を経過するまでは、知事

の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

  ２  事業実施主体は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請

書（様式第９号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

  ３ 知事は、第１項の承認をしようとするときは、原則として交付した補助金の

うち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相

当する分を返還させるものとする。 

 

（収益納付） 

第11条 事業実施主体は、補助事業が完了した日から起算して５年が経過する日ま

でに、補助事業の実施によって相当の収益を生じたときは、別記様式第１０号

の収益報告書により、各決算期の終了後２月以内に、知事に報告しなければな

らない。 

２ 知事は、前項の規定による報告があったとき、その他事業実施主体に前項の

規定により報告すべき相当の収益を生じたものと認定したときは、当該収益の

全部又は一部を県に納付させることができる。 

３ 納付すべき収益の額は、原則として毎年度生ずる収益の取得までに交付さ 

れた補助金の額をそれまでに補助対象事業に関連して支出された経費の総額

で除した額に、当該収益の額を乗じた額とする。ただし、その上限は、交付さ

れた補助金の総額から、補助金に係る財産処分に伴う納付額を差し引いた額と

する。 

 

（書類の保管） 

第 12 条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、この事業に係る収入及び支出を明

らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理し

事業終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならな



 

 

い。 

２ 取得財産等がある場合は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して第 10

条で定める財産処分制限期間を経過するまでは、前項の帳簿等を整備保管し

なければならない。ただし、財産処分承認申請（様式第９号）を知事に提出

し、その承認を受けた場合は、その年度までとする。 

 

（書類の提出） 

第 13 条 この要綱により提出する書類は、正副２部を管轄する農務事務所に提出す

るものとする。ただし、事業実施主体が市町村以外の場合は、事業の範囲とす

る市町村を経由して提出するものとする。なお、本県内における複数の市町村

に事業の範囲が及ぶ場合にあっては、代表の一市町村を経由し、その市町村を

管轄する農務事務所に提出するものとし、代表以外の市町村に対しては写し

を送付するものとする。 

 

（指導監督） 

第 14 条 前条ただし書きの規定による書類の経由を行った市町村長又は書類の写

しの送付を受けた市町村長は、事業の適正な執行が図られるよう、事業実施

主体に対し、必要な指導及び監督を行うものとする。 

 

（その他） 

第 15 条 本要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年５月１９日から施行し、平成２２年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成２３年７月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月２９日から施行し、平成２４年４月６日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１６日から施行し、平成２６年４月３０日から適用

する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月９日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成２７年８月５日から施行し、平成２７年７月３日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月８日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 



 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月２０日から施行し、平成２９年４月１日から適

用する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付決定を受けている補助金については、なお従前

の例によるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月２６日から施行し、平成３０年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月２２日から施行し、平成３１年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月６日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年１２月１１日から施行する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付決定を受けている補助金については、なお従 

前の例によるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月９日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年１２月２６日から施行する。 

２ 改正前の本要綱に基づき交付決定を受けている補助金については、なお従 

前の例によるものとする。 

 



 

 

（別表１） 

補助対象経費 事業実施主体 交付先 補助率 軽微な変更 

鳥獣被害防止総

合対策交付金交

付等要綱の別表

の区分・事業種類

の欄に掲げる２

の（１）に定める

事業に要する経

費 

１ 被害防止活

動推進 

(1)推進体制の整

備 

(2)有害捕獲 

(3)被害防除 

(4)生息環境管理 

(5)広域柵の再編

整備計画策定支

援 

(6)サル複合対策 

(7)クマ複合対策 

(8)鳥類複合対策 

(9)他地域人材活

用 

(10)ＩＣＴ等新技

術の活用 

(11)ＧＩＳを活

用した被害対策

等の可視化定着

支援 

(12) 集落点検の

促進 

(13) 専門的人材

育成・確保 

 

２ 実施隊特定

活動 

(1)大規模緩衝帯

整備 

(2)誘導捕獲柵わ

な導入 

 

３ ＩＣＴ等新
技術の実証 

鳥獣被害防止

総合対策交付

金実施要領の

別記１の第１

の３に定める

協議会等（以

下「協議会」と

いう） 

 

協議会又

は市町村 

定額、１／２以内 

１ 鳥獣被害防止総合

対策交付金実施要領の

別記１の第１の１に定

める被害緊急対応型に

あっては、被害防止活

動推進に要する経費の

1/2 以内とするが、実

施隊が行う補助対象経

費欄の１の (2)から

(13)までの取り組みに

要する経費については

１市町村当たりの限度

額として、次に掲げる

とおり定額補助できる

ものとする。 

① 捕獲の有資格者が

存在しない実施隊を有

する市町村の限度額は

500千円以内とする。 

② 捕獲の有資格者が

１名以上、５名未満存

在する実施隊を有する

市 町 村 の 限 度 額 は

1,000 千円以内とす

る。 

③ 捕獲の有資格者が

５名以上、20名未満存

在する実施隊を有する

市 町 村 の 限 度 額 は

2,000 千円以内とす

る。 

④ 捕獲の有資格者が

20 名以上存在する実

施隊を有する市町村の

限度額は 3,000 千円以

内とする。 

⑤ 補助対象経費欄１

の(5)の取組に要する

経費については、上記

①から④の限度額に、

広域柵の再編整備計画

策定のための取組を行

１ 鳥獣被害防止

総合対策交付金交

付等要綱の別表の

区分・事業種類の欄

に掲げる２の（１）、

（４）及び（５）の

経費の相互間にお

けるそれぞれの経

費の３割以下の増

減の場合 

 

２ 補助事業の目

的の達成に支障を

きたさない事業計

画細部の変更であ

って、交付決定を受

けた補助金の額の

増額を伴わない場

合 

 

３ 鳥獣被害防止

総合対策交付金交

付等要綱の別表の

区分・事業種類の欄

に掲げる２の（１）、

（４）、（５）又は

（６）に定める事業

のいずれかの新設

又は廃止を伴わな

い場合 

 

４ 事業実施主体

が変更しない場合 



 

 

 
４ 農業者団体
等民間団体被
害防止活動 

 
５ ジビエ等の
利用拡大に向
けた地域の取
組 

(1)販売拡大支援 
(2)搬入促進支援 
 
６ 鳥獣被害対
策実施隊体制
強化 

(1)実施隊員の人
材育成 

(2)新規猟銃取得
支援 

 

７ 捕獲サポー

ト体制の構築 

 

８ 処理加工施

設の人材育成 

 

９  ＩＣＴの活

用による情報

管理の効率化 

 

10 放射性物質
影響地域のジ
ビエ利活用推
進 

 
11 簡易的な集
合埋設設備の
設置等支援 

う場合、1,000 千円以

内を加算できるものと

する。 

⑥ 補助対象経費欄１

の(6)の取組に要する

経費については、上記

①から④の限度額に

1,000 千円以内を加算

できるものとする。 

⑦ 補助対象経費欄１

の(7)の取組に要する

経費については、上記

①から④の限度額に生

息状況調査及び調査結

果に基づくゾーニン

グ・生息環境管理と併

せて、地域研修会、追

払い、ＩＣＴ機器の導

入（出没アラート、遠

隔捕獲機器等）、集落

点検の実施と共有、実

施体制の整備（錯誤捕

獲時体制の整備を含

む。）、出没要因調査

の取組の中から、１つ

の取組をパッケージと

して効果的に行う場合

は 1,000 千円以内、２

つ以上の取組をパッケ

ージとして効果的に行

う場合は、2,000 千円

以内を加算できるもの

とする。 

⑧ 補助対象経費欄１

の(8)の取組に要する

経費については、上記

①から④の限度額に生

息・被害状況調査結果

を踏まえ、防除及び捕

獲等の取組を効果的に

行う場合は、1,000 千

円以内を加算できるも

のとする。 

⑨ 補助対象経費欄１

の(9)の取組に要する

経費については、上記



 

 

①から④の限度額に他

地域に居住する捕獲の

有資格者を実施隊の構

成員として任命し、市

町村が定める被害防止

計画に基づく有害捕獲

活動を実施するもの一

人当たりに対して 100

千円以内を加算できる

ものとする。ただし、

1,000 千円を上限とす

る。 

⑩ 補助対象経費欄１

の(10)の取組に要する

経費については、上記

①から④の限度額に

2,000 千円以内を加算

できるものとする。 

⑪ 補助対象経費欄１

の(11)の取組に要する

経費については、①か

ら④の限度額にＧＩＳ

を用いて、地域の被害

対策等の情報を地図上

に可視化した上で、被

害対策に活用する取組

を行う場合は、2,000

千円以内を加算できる

ものとする。 

⑫補助対象経費欄１の

(12)の取組に要する経

費については、①から

④の限度額に、1,000

千円以内を加算できる

ものとする。 

⑬補助対象経費欄１の

(13)の取組に要する経

費については、①から

④の限度額に、1,000

千円以内を加算できる

ものとする。 

広域連携型にあっては

被害防止活動推進に要

する経費の 1/2 以内と

するが、実施隊が行う

補助対象経費欄の１の



 

 

(2)から(13)までの取

組に要する経費につい

ては１市町村当たり上

記①から④の額に 200

千円を加算した額以内

を限度額として定額補

助できるものとする。

なお、猟銃の有資格者

が存在する実施隊を有

する市町村を含めた地

域において、市町村境

界を超えた広域的な捕

獲を実施する場合、１

市町村当たり上記②か

ら④の額に 500 千円を

加算した額以内を限度

額として定額補助でき

るものとする。 

 

２ 広域連携型にあっ

ては、補助対象経費欄

１の(5)から (13)まで

の取組に要する経費に

ついては、１の額に１

の⑤から⑬までを準用

し加算できるものとす

る。 

 

３ 過年度に鳥獣被害

防止総合対策事業の補

助を受けたことのない

事業実施主体において

は１に代えて、補助対

象経費欄の１の(1)か

ら(13)までの取り組み

に要する経費につい

て、被害緊急対応型に

おいては１市町村当た

り 2,000 千円以内（１

の④の場合は 3,000 千

円以内）、広域連携型

においては事業実施主

体を構成する１市町村

当たり 2,200 千円以内

（ １ の ④ の 場 合 は

3,200 千円以内）の定



 

 

額補助を受けることが

できるものとする。な

お、銃猟の有資格者が

存在する実施隊を有す

る市町村が、銃猟の有

資格者が存在しない実

施隊を有する市町村を

含めた地域において、

市町村境界を超えた広

域的な捕獲を実施する

場合、１市町村当たり

１の②から④の額に

500 千円を加算した額

以内を限度額として定

額補助できるものとす

る。 

４ ＩＣＴ等新技術の

実証に要する経費につ

いて、被害緊急対応型

にあっては、１市町村

当たり1,000千円以内、

広域連携型にあって

は、１市町村当たり

1,100千円以内を限度

額として定額補助でき

るものとする。 

５ 農業者団体等民間

団体被害防止活動にお

ける被害防止活動に要

する経費については、

１市町村当たり 2,000

千円以内を限度額とし

て定額補助できるもの

とする。ただし、同一

市町村内の複数の事業

実施主体がそれぞれ異

なる鳥獣に対する被害

防止活動を実施する場

合には、１団体当たり

2,000 千円以内を限度

額として定額補助でき

るものとする。 

６ ジビエ等の利用拡

大に向けた地域の取組

における補助対象経費

欄の５の(1)の取組に



 

 

ついては、１市町村当

たり 3,000 千円以内を

限度額として定額補助

できるものとする。た

だし、衛生管理認証の

新規取組に要する経費

は１施設当たり 350 千

円以内を限度額として

定額補助できるものと

する。 

（2）の取組について

は、解体機能を有する

車両をリースにより導

入する場合は、交付率

は１／２以内とし、上

限単価（消費税を除

く。）は、別表２に掲

げるとおりとする。ま

た、捕獲した鳥獣を食

肉等に利用する施設へ

生きたまま搬入するた

めの生体搬入用おりを

導入する場合は、交付

率は１／２以内とし、

全頭受入等の取組によ

り、食肉利用等施設へ

の受入増加を図る場合

における、食肉利用等

施設への支援を行う場

合の限度額は、１市町

村当たり 3,000 千円

以内（（１）の取組を

合わせて実施する場合

は、合わせて１市町村

当たり 3,000 千円以

内）を限度額として定

額補助できるものとす

る。 

７ 鳥獣被害対策実施

隊体制強化における補

助対象経費欄の６の

(1)の取組については、

1 市町村当たり 2,000

千円以内（1 ヵ月の上

限を 200 千円）を限度

額として定額補助でき



 

 

るものとし、（2）の取

組についての交付率は

1/2 以内とし、１市町

村当たり 500 千円以内

を限度額として補助で

きるものとする。 

８ 捕獲サポート体制

の構築における限度額

は次のとおりとする。 

① サポート隊におけ

る狩猟免許を保有しな

い構成員が 40 名以上

となる市町村にあって

は、1 市町村当たり

1,000 千円以内を限度

額として定額補助でき

るものとする。 

② サポート隊におけ

る狩猟免許を保有しな

い構成員が 80 名以上

となる市町村にあって

は、1 市町村当たり

2,400 千円以内を限度

額として定額補助でき

るものとする。 

９ 処理加工施設の人

材育成については、1

施設当たり 1,920 千円

（1 ヵ月の上限 160 千

円）以内を限度額とし

て定額補助できるもの

とする。 

10 ＩＣＴの活用によ

る情報管理の効率化に

ついては、1 市町村当

たり 3,500 千円以内を

限度額として定額補助

できるものとする。 

11 放射性物質影響地

域のジビエ利活用推進

については、1 市町村

当たり 1,500 千円以内

を限度額として定額補

助できるものとする。 

12 簡易的な集合埋設

設備の設置等支援につ



 

 

いては、簡易的な埋設

設備の整備に係る支援

にあっては、１施設当

たり 1,000 千円以内 

（ 最 大 ３ 施 設 ） の

3,000 千円以内を限度

額として定額補助でき

るものとし、集合埋設

地の整備に係る支援に

あっては、１施設当た

り 1,000 千円以内（市

町村跨ぎで捕獲個体を

受け入れる場合は、

3,000 千円以内）を限

度額として定額補助で

きるものとする。 

 

なお、被害防止活動推

進における上限単価並

びに実施隊特定活動に

おける上限単価は別表

２に掲げるとおりとす

る。 
 

鳥獣被害防止総

合対策交付金交

付等要綱の別表の

区分・事業種類の

欄に掲げる２の

（４）に定める事

業に要する経費 

 

有害捕獲 

  
定額 

有害捕獲に係る捕獲活

動経費の上限単価は別

表４に掲げるとおりと

する。 

 

 

 

鳥獣被害防止総

合対策交付金交

付等要綱の別表の

区分・事業種類の

欄に掲げる２の

（５）に定める事

業に要する経費 

 

１ シカ等緊急

捕獲対策 

シカ及びイノシ

シの有害捕獲 

  定額 

補助対象経費欄１のシ

カ及びイノシシの有害

捕獲に係る捕獲活動経

費の上限単価は別表５

に掲げるとおりとす

る。 

 



 

 

 

２ シカ特別対   

 策 

(1)実施体制の整

備 

(2)生息状況調査

等 

(3)シカの集中捕

獲 

(4)捕獲個体の処

理 

(5)人材育成活動 

(6)大規模捕獲実

証 

定額 

１ 補助対象経費欄２

の限度額については、

3,000 千円以内とす

る。 

２ 補助対象経費欄２

の(3)の取組に係る捕

獲活動経費の上限単価

は別表６に掲げるとお

りとする。 

３ クマ特別対

策 

(1)実施体制の整

備 

(2)生息状況調査

等 

(3)クマの捕獲 

(4)生息環境管理  

(5)追払い 

(6)捕獲個体の処

理 

(7)人材育成活動 

定額 

補助対象経費欄３の限

度額については、3,000

千円以内とする。 

 

鳥獣被害防止総

合対策交付金交

付等要綱の別表の

区分・事業種類の

欄に掲げる２の

（６）に定める事

業に要する経費 

 

１ ＩＣＴ機器

及びデータを活

用した被害防止

対策の実施 

 

定額 

補助対象経費欄１及び

２の限度額について

は、12,000 千円以内と

する。 

 



 

 

２ ＩＣＴ機器

及びデータを活

用した被害防止

対策の普及活動 

鳥獣被害防止総

合対策交付金交

付等要綱の別表

の区分・事業種類

の欄に掲げる１

の（１）に定める

事業に要する経

費 

 

１ 鳥獣被害防

止施設 

①新規整備 

②再編整備 

③既設柵の地

際補強 

２ 処理加工施

設 

３ 捕獲技術高

度化施設 

４ 地域提案 

  定額、１／２以内 

下記の１～４までの要

件のいずれかに該当す

る 地 域 に あ っ て は

55/100以内とする。 

（上記にかかわらず、

鳥獣被害防止施設を農

家・地域住民等参加型

の直営施工により整備

する場合であって、資

材費のみ交付対象経費

とするときには、定額

補助できることとし、

その侵入防止柵１ｍ当

たりの上限単価は、別

表３に掲げるとおりと

する。） 

１ 山村振興法（昭和

40 年法律第 64 号）第

７条第１項の規定に基

づき指定された振興山

村 

２ 過疎地域の持続的

発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法

律第 19 号）第２条第１

項（同法第 43条の規定

により読み替えて適用

する場合を含む。）に

規定する過疎地域（同

法第３条第１項若しく

は第２項（これらの規

１ 補助事業の目

的の達成に支障を

きたさない事業計

画細部の変更であ

って、交付決定を受

けた補助金の額の

増額を伴わない場

合 

 

２ 事業の新設又

は廃止を伴わない

場合 

 

３ 事業実施主体

が変更しない場合 



 

 

定を同法第 43 条の規

定により読み替えて適

用する場合を含む。）、

第 41 条第１項若しく

は第２項（同条第３項

の規定により準用する

場合を含む。）、第 42

条又は第 44 条第４項

の規定により過疎地域

とみなされる区域を含

み、令和３年度から令

和８年度までの間に限

り、同法附則第５条に

規定する特定市町村

（同法附則第６条第１

項、第７条第１項及び

第８条第１項の規定に

より特定市町村の区域

とみなされる区域を含

む。）を、令和３年度

から令和９年度までの

間に限り、同法附則第

５条に規定する特別特

定市町村（同法附則第

６条第２項、第７条第

２項及び第８条第２項

の規定により特別特定

市町村の区域とみなさ

れる区域を含む。）を

含む。） 

３ 特定農山村地域に

おける農林業等の活性

化のための基盤整備の

促進に関する法律（平

成５年法律第 72号）第

２条第４項の規定に基

づき公示された特定農

山村地域 

４ 棚田地域振興法

（令和元年法律第 42

号）第 7条第１項の規

定に基づき指定され

た指定棚田地域 

 

 



 

 

（別表２） 

○被害防止活動推進 

箱わな 

仕様 獣種 
上限単価 

（消費税を除く） 

大型獣種（３㎡以下） 
主にイノシシ、シカ、ク

マ（サル用を兼ねる。） 
119千円/基 

中型獣種（２㎡以下） サル専用 88千円/基 

小型獣種（０．５㎡以

下） 

アライグマ、ハクビシ

ン、ヌートリア等 
19千円/基 

くくりわな － － 16千円/基 

囲いわな － － 31千円/㎡ 

○実施隊特定活動 

 
上限単価 

(消費税を除く) 

大規模緩衝帯整備導入 480千円/ｈａ 

誘導捕獲柵わな導入 31千円/㎡ 

〇ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組 

 
上限単価 

(消費税を除く) 

解体機能を有する車両のリース導入 15,000千円/車両 

〇ジビエ等の利用拡大に向けた地域の取組 

 
上限単価 

(消費税を除く) 

新規猟銃取得支援の銃購入 100千円/丁 

注１：「小型獣種」には、タヌキ、キツネ等の小型動物も含まれるものとする。 

注２：箱わなの導入においては、防錆仕様（亜鉛メッキ等）の他、捕獲の対象となる獣種 

毎に以下と同等以上の機能を有するものとする。また、必要に応じて捕獲環境や捕獲 

従事者の安全面を考慮した箱わなの導入を行うものとする。 

・イノシシ、シカ、クマを対象獣種とする場合は、最小目幅 10cm 以下、φ５mm 以上



 

 

とする。 

   ・サルを対象獣種とする場合は、最小目幅 7.5cm 以下、φ３mm 以上とする。 

   ・アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等を対象とする場合は、最小目幅５cm以下、

φ1.6mm以上とする。 

注３：地域の実情、地形条件、気象条件等やむを得ない事由により上記の上限単価を超え

て助成する必要があると認める場合にあっては、整備等の内容に応じた必要最小限の

範囲で上限単価を超えて助成できるものとする。 

注４：解体機能を有する車両のリース導入に対する助成額（以下「リース料助成額」とい

う。）は、次の算式によるものとする。 

   ・リース料助成額＝リース物件購入価格（消費税抜き）×交付率（１／２以内） 

   ただし、リース物件のリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とする場合

又はリース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助成額に

ついては、それぞれ次の算式によるものとする。 

また、当該リース物件に係るリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満と

し、かつ、リース期間満了時に残存価格を設定する場合にあっては、そのリース料助

成額については、それぞれ次の算式により算出した値のいずれか小さい方とする。 

  ア リース物件のリース期間を当該リース物件の法定耐用年数未満とする場合 

   ・リース料助成額＝リース物件購入価格（消費税抜き）×（リース期間÷法定耐用

年数）×交付率（１／２以内） 

イ リース物件のリース期間満了時に残存価格を設定する場合 

・リース料助成額＝（リース物件購入価格（消費税抜き）－残存価格）×交付率（１

／２以内） 

リース事業者の選定にあっては、一般競争入札等の実施により事業費の低減に努め

るものとする。 

 注５：銃購入費助成額は、次の算式によるものとする。 

    ・銃購入費助成額＝銃購入費（消費税抜き）×交付率（１／２以内） 

 注６：猟銃を新規取得した実施隊員は次の要件を全て満たすものとする。 

   ア 猟銃を購入した日から５年以内に実施隊員として、猟銃による有害捕獲に取り組

むこと。 

   イ 猟銃を購入した日から５年以内に猟銃の所有権を放棄しないこと。 

 

（別表３） 

○鳥獣被害防止施設    上段：新規整備、下段：再編整備 

獣種等 侵入防止柵の種類 

上限単価（消費税を除
く）（円/ｍ）（直営施
工で資材費のみの定
額補助の場合） 

上限単価（消費税を
除く）（円/ｍ） 
(左記以外の場合) 

獣種共通 電気柵（１段あたり） 
148 

74 

391 

 317  



 

 

電気柵シート（地際補

強） 

254 

- 

673 

- 

ネット柵 
1,090 

545  

2,600 

2,055 

イノシシ 

金網柵（ロール状） 
1,970 

985  

5,380 

4,395  

ワイヤーメッシュ柵 
（パネル状） 

1,290 

635  

3,000 

2,365 

シカ（イノシシ

用を兼ねる。） 

金網柵（ロール状） 
2,790 

 1,395  

7,620 

6,255  

ワイヤーメッシュ柵 
（パネル状） 

1,950 

 975  

4,530 

3,555  

○既設柵の地際補強 

既設柵の種類 

上限単価（消費税を除く） 

（円/ｍ）（直営施工で資材費

のみの定額補助の場合） 

上限単価（消費税を除く） 

（円/ｍ） 

(左記以外の場合) 

ネット柵、金網柵、 

ワイヤーメッシュ柵 
826 2,065 

○グレーチング 

上限単価（消費税を除く）（円/ｍ） 

（直営施工で資材費のみの定額補助の場合） 
上限単価（消費税を除く）（円/ｍ） 

(左記以外の場合) 

17.7 50 

○処理加工施設 

 
上限単価（消費税を除く） 

（万円/㎡） 

食肉利用等施設 24.8 

焼却施設 38.1 

注１：鳥獣被害防止施設の整備においては、侵入防止柵の種類毎に以下と同等以上の機能

を有するものとし、ネット柵、ワイヤーメッシュ柵、金網柵については、くぐり抜け



 

 

を防止するため、地際の補強等を実施するものとする。 

・電気柵については、支柱間隔を４ｍ以下とし、凹凸部や傾斜部は地面との隙間がで      

きない支柱間隔とする。 

・電気柵シート（地際補強）は、通電性を有するものとし、幅１ｍ以内とする。 

・電気柵シート（地際補強）は、電気柵の新規整備と一体的に整備する場合に限り、

上限単価の範囲内で加算できるものとする。 

・ネット柵については、鳥獣による噛み切り等を防止するステンレスが編み込まれた  

ネット又はそれに対応した強度を有するネットとする。 

・ワイヤーメッシュ柵については、金網の径をφ５㎜以上とし、防錆仕様（亜鉛めっ

き等。素材前処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠。）

とする。 

・金網柵については、金網の径をφ２㎜以上とし、防錆仕様（亜鉛めっき等。素材前

処理及び後処理によらず、めっき処理については、JIS 規格に準拠。）とする。 

 注２：電気柵については、クマ被害が発生又は予測され、通常の電気柵に加えた被害防除       

の強化が必要な場合に限り、掘り起しを防止するための追加的な電気柵（１段のみ）

を、上限単価の範囲内で整備できるものとする。なお、電気柵シート（地際補強）と

の併用は可能とする。 

既設電気柵に整備する掘り起しを防止するための追加的な電気柵については、既設  

電気柵が、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事

業推進交付金交付要綱（平成 25年２月 26 日付け 24 生産第 2868 号農林水産事務次

官通知）及び中山間地域所得向上支援対策実施要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 

農振第 1336 号農林水産事務次官通知）に基づく事業により整備されたものに限る。 

注３：サル等の多獣種に対応するため金網柵及び電気柵を組み合わせた複合柵の場合は、

それぞれの上限単価を足し合わせた合計額を上限単価とする。 

注４：鳥獣被害防止施設において、被害防止と一体的に整備を行うＩＣＴを活用とした捕

獲施設については、上限単価の外数とする。  

注５：交付対象となる食肉利用等施設、焼却施設の交付金の交付限度額は、上限単価の範

囲内であって、必要最小限のものとする。 

注６：地域の実情、地形条件、気象条件等やむを得ない事由により上記の上限単価を超え

て助成する必要があると認める場合にあっては、整備等の内容に応じた必要最小限の

範囲で上限単価を超えて助成できるものとする。 

注７：被害防止施設と一体的に整備を行う誘導捕獲柵わな等の捕獲施設については、被害

防止施設の上限単価の範囲内とする。 

注８：再編整備については、再編整備を実践する総延長に対する上限単価とする。 

注９：既設柵の地際補強については、くぐり抜け防止の機能を有する構造とし、既設柵が

本補助金、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進交付金交付要綱及び中山間地域所得

向上支援対策実施要綱に基づく事業により令和２年度以前に整備され、かつ残耐用年

数が５年以上あるものに限る。なお、同じ箇所への複数回の支援は不可とする。 

注 10：食肉利用等施設のうち、解体機能を有する車両及びコンテナ等を活用した簡易な施    

設については、適用しないものとする。 

 



 

 

 

（別表４） 

獣   種 捕獲個体の処理 上限単価（円／頭･羽） 

シカ及びイノシシ（幼獣は除く） 

食肉処理等のための施設に

おいて搬入確認した場合 
９，０００ 

焼却処分等のための施設に

おいて搬入確認した場合 
８，０００ 

上記以外の場合 ７，０００ 

クマ、サル及びカモシカ（幼獣は除

く） 
 ８，０００ 

その他の獣類  １，０００ 

鳥類  ２００ 

注１：各上限単価は、地域における農林水産業の被害状況等を勘案の上、上限単価の範囲

内で単価を設定することができるものとする。この場合、予算と捕獲計画に見合っ

た単価を設定することとし、捕獲が計画を上回る場合は、単価調整等の措置を講じ

るものとする。 

注２：特定の鳥類について、事業を実施する地域における農林水産業に係る被害がイノシ

シ、シカ、サル等の獣による被害より大きく、当該鳥類の捕獲強化をさらに図るこ

とが地域の農林水産業に係る被害の軽減をより促進するために必要な場合には、知

事に協議の上、１羽当たりの捕獲経費の１／２に相当する額又は１羽当たり１，０

００円のいずれか低い額を上限として単価を設定できるものとする。 

なお、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要領（平成２５年２月２６日付け２４生

産第２８７０号農林水産省生産局長通知）第５の１の注２に基づき単価設定してい

る場合は、知事に協議したものとみなす。 

注３：原子力災害対策特別措置法に基づく野生鳥獣肉の摂取制限又は出荷制限（以下「出

荷制限等」という。）が指示されている地域におけるシカ及びイノシシ（幼獣は除

く。）の上限単価は、一律８,０００円／頭とする。 

注４：出荷制限等が指示されている地域のうち、県が定める出荷・検査方針に基づき管理

され、計画出荷が認められた処理加工施設に搬入可能な地域において当該処理加工

施設で搬入確認したシカ及びイノシシ（幼獣は除く。）の上限単価は、９,０００円

／頭とする。 

（別表５） 

獣   種 捕獲個体の処理 上限単価（円／頭･羽） 

シカ及びイノシシ（成獣） 
食肉処理等のための施設に

おいて搬入確認した場合 
９，０００ 



 

 

焼却処分等のための施設に

おいて搬入確認した場合 
８，０００ 

上記以外の場合 ７，０００ 

シカ及びイノシシ（幼獣）  １，０００ 

注１：各上限単価は、地域における農林水産業の被害状況等を勘案の上、上限単価の範囲

内で単価を設定することができるものとする。この場合、予算と捕獲計画に見合っ

た単価を設定することとし、捕獲が計画を上回る場合は、単価調整等の措置を講ず

るものとする。 

注２：原子力災害対策特別措置法に基づく野生鳥獣肉の摂取制限又は出荷制限（以下「出

荷制限等」という。）が指示されている地域におけるシカ及びイノシシ（幼獣は除

く。）の上限単価は、一律 8,000 円／頭とする。 

注３：出荷制限等が指示されている地域のうち、県が定める出荷・検査方針に基づき管理

され、計画出荷が認められた処理加工施設に搬入可能な地域において当該処理加工

施設で搬入確認したシカ及びイノシシ（幼獣は除く。）の上限単価は 9,000 円／頭

とする。 

 

（別表６） 

獣   種 捕獲個体の処理 上限単価（円／頭･羽） 

シカ（成獣） 共通 １８，０００ 

シカ（幼獣） 共通 ２，０００ 

注１：事業実施主体は捕獲計画で策定した捕獲区域、捕獲時期、捕獲目標等を勘案し、本

支援が捕獲従事者への支援水準の引き上げ等に適切に反映されるよう留意のうえ、

予算と計画に見合った単価を設定することとし、捕獲が計画を上回る場合は、単価

調整等の措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第３条関係） 

 

 

                            番        号 

                            年 月 日 

 

 

 山梨県知事    殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付申請書 

 

    年度において、別添のとおり事業を実施したいので、山梨県鳥獣被害防止総

合対策事業費補助金交付要綱第３条の規定に基づき、補助金                    

円の交付を申請する。 

 

区     分 補 助 金 額 備 考 

山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 

 

 １ 推進事業 

 ２ 整備事業 

 

 

                                     

 

円 

円 

 

 

合     計   

 

（注）１ 別添として、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業実施要領第４条による事業

実施計画の承認申請に添付した事業実施計画書を提出するものとする。 

２ 整備事業を行うに当たって、交付対象物件を担保に供し、自己資金の全

部又は一部について融資を受ける場合には、別紙様式を作成し添付するこ

と。 

   ３ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 



 

 

（別紙） 

事業実施
主体名 

事業内容 
交付金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金
融機関から融資を受ける場合の融資の内容 

  
金 融 
機関名 

融資名 
（制度・
その他） 

融資を受
けようと
する金額 

償還年数 その他 

       

       

       

 

（注）１ 事業実施主体名及び事業内容の欄は計画書を転記すること。 

２ 融資内容が確認できる資料を適宜添付すること。 

  



 

 

様式第２号（第４条関係）                             

                            番        号 

                            年 月 日 

 

 

 団体名 

（協議会名） 

 代表者 役職 氏名 殿 

 

                                                山梨県知事  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付け  第  号をもって申請のあった山梨県鳥獣被害防止

総合対策事業費補助金については、同補助金交付要綱第４条の規定により、次のとお

り交付を決定する。 

 

 １ 補助金の交付対象となる事業及びその内容は、補助金交付申請書の記載のと

おりとする。 

 

 ２ 補助事業に要する経費、補助金の額及び交付先は、次のとおりとする。 

 

     補助事業に要する経費  金         円 

     補助金の額       金         円 

          交付先 

 

 ３ 補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

 （１）補助金に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合は、あらか

じめ知事の承認を受けなければならない。ただし、山梨県鳥獣被害防止総合対

策事業費補助金交付要綱別表１に掲げる軽微な変更についてはこの限りでは

ない。    

（２）補助事業を中止、又は廃止する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、すみやかに知事に報告してその指示を受けなければなら

ない。 

（４）補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競

争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付すことが

困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることがで

きる。 



 

 

（５）（４）により契約をしようとする場合は、当該契約に係る競争入札等に参加

しようとする者に対し、様式第１１号により農林水産省の機関又は山梨県から

指名停止等を受けていない旨の申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない

者については、競争入札等に参加させてはならない。 

（６）補助事業により取得し、又は効用が増加した財産については、減価償却資産

の耐用年数に相当する期間を経過するまでは、知事の承認を受けないで、補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。 

（７）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政

令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第

１８号）、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱（令和４年３月３１日付け

３農振第２３３３号農林水産事務次官依命通知）に従うこと。 

（８）交付要綱第 10 条第 1 項に規定する知事が別に定める期間とは、「減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省

令」という。）に定められている耐用年数に相当する期間（ただし、大蔵省令

に期間の定めが無い財産については期間の定めなし。）とし、間接交付事業に

より取得し又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに１件当

たりの取得価格５０万円以上のものについて、県の承認を受けないで、交付金

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはな

らない。 

ただし、間接交付事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己  

資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であっ

て、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、

償還年数、その他必要な事項）が交付金交付申請書に記載してある場合は、次

の条件により県による間接交付金の交付の決定をもって県の承認を受けたも

のとする。 

① 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金   

額に補助率を乗じた金額を納付すること。 

② 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 

（９）（８）による県の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は

処分により得られた収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 ４ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置 

（１）次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消

す場合がある。 

   ア 補助金を他の用途へ使用したとき 

   イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

   ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき 

   エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき。 

 （２）補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係る部分  



 

 

に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず  

る。 

（３）交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命じられたときは、その命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき

年 10.95％の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

（４）補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95％の割

合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号（第５条関係） 

                             番        号  

                             年 月 日  

 

 山梨県知事    殿 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金変更承認申請書 

 

    年  月  日付け  第    号により補助金の交付決定の通知があっ

た事業について、別添のとおり変更したいので、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費

補助金交付要綱第５条の規定に基づき申請する。  

 

区     分 補 助 金 額 備 考 

山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 

 

 １ 推進事業 

 ２ 整備事業 

 

 

 

円 

円 

 

 

合     計   

 
（注）１ 別添として、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業実施要領第４条による事業

実施計画の変更承認申請に添付した事業実施計画書を提出するものとする。 
     この場合において、同様式中「事業の目的」を「変更の理由」と書き換え

るとともに、補助金の交付の決定により通知された事業の内容及び経費の配
分と変更後の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるように
変更部分を二段書とし、変更前を括弧書で上段に記載すること。 

     ２ 添付書類については、交付申請書に添付したものに変更があった場合につ
いてのみ添付すること。 

   ３ 交付金の額が増額する場合には、件名の「  年度山梨県鳥獣被害防止総
合対策事業費補助金変更承認申請書」を「  年度山梨県鳥獣被害防止総合
対策事業費補助金の変更及び追加交付申請書」とし、本文中の「別添のとお
り変更したいので、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱第５
条の規定に基づき申請する。」を「別添のとおり変更したいので、山梨県鳥
獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱により、交付金○○○円を追加交
付されたく申請する。」とする。 

   ４ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 



 

 

様式第４号（第５条関係） 

                             番        号 

                             年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金中止（廃止）承認申請書 

 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定のあった山梨県鳥獣被害防止

総合対策事業費補助金について、次のとおり中止（廃止）したいので、同補助金交付

要綱第５条第２項の規定により申請します。 

 

 

 １ 中止（廃止）の理由 

 

     （できるだけ具体的に記入すること） 

 

 

 

  ２ 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

（注） 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第６条関係） 

                            番        号 

                            年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金事業遂行状況報告書 

 

   年  月  日付け   第  号で交付決定のあった山梨県鳥獣被害防止

総合対策事業費補助金について、同補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり

事業遂行状況を報告する。 

 

総事業費 

事 業 の 遂 行 状 況 

備 考 
１２月３１日までに完了し

たもの 

１月１日以降に実施するも

の 

事業費 出来高比率 事業費 
事業完了 

予定年月日 

           円           円         ％           円           

（注） 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 

 



 

 

様式第６号（第７条第２項関係） 

                              番        号 

                             年 月 日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金概算払い請求書 

 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった山梨県鳥獣被害防

止総合対策事業費補助金について、同補助金交付要綱第７条第２項の規定により次

のとおり概算払いを請求します。 

 

 １ 概算払請求額             円 

 

 ２ 内    訳 

交付決定額① 既受領額② 
差引額 

① －②＝③ 

今回 

概算請求額 

（○月○日迄

予定出来高） 

備  考 

     

 

 ３ 概算払い請求の理由 

 

 ４ 支払いの方法      

         口座振替 

     金融機関名                        

                  本店・支店（支店名         ） 

        預金種別    当  座  ・ 普  通 

         口座名義                         

         口座番号   No.     

（注） 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。     



 

 

様式第７号（第８条関係） 

                              番        号 

                            年 月 日 

 

 

 山梨県知事    殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け  第   号により補助金の交付決定の通知があった

事業について、別添のとおり実施したので、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助

金交付要綱第８条の規定により、その実績を報告する。なお、あわせて精算額として    

円の交付を請求する。（なお、併せて未受領額     円の交付を申請する。） 

 

 

（注）１ 別添として、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業実施要領第４条による事業

実施計画の承認申請に添付した書類を提出するものとする。 

 

   ２ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費毎の内訳を記載した

資料、帳簿の写し又は補助金調書の写しのいずれかを添付すること。また、

このほか交付申請書又は変更承認申請書に添付したものに変更があったも

のについては、必要書類を添付すること。 

 

   ３ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第８号（第８条第３項関係） 

                                                      番        号 

                             年 月 日 

 

 

   山梨県知事 殿 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金の 

消費税仕入控除税額報告書 

 

    年  月  日付け  第   号で交付決定のあった山梨県鳥獣被害防止

総合対策事業費補助金について、同補助金交付要綱第８条第３項の規定により報告

します。 

 

 

１ 補助金の額の確定額 

        金        円 

    （  年  月  日付け  第   号による額の確定通知額） 

 

２  補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 

   金        円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

        金        円 

 

４  補助金返還相当額 

            金        円 

 

 

  （注）１ 内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 

     ２ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 



 

 

様式第９号（第１０条関係） 

                             番        号 

                            年 月 日 

 

 山梨県知事  殿 

  

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金財産処分承認申請書 

  

  年度山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金に係る補助事業により取得し

た財産を、次のとおり処分したいので、山梨県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交

付要綱第１０条第２項の規定により、申請します。 

 

 

 １ 処分しようとする財産の明細 

 

 

 ２ 処分の内容 

 

 

 ３ 処分しようとする理由 

 

 

 ４ その他必要な書類 

 

（注） 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１０号 

                              番        号 

                            年 月 日 

 

 

 山梨県知事  殿 

  

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  印 

 
                                           
 

  年度鳥獣被害防止総合対策交付金の収益報告書 
 
 

 年 月 日付け 第 号をもって交付決定された 年度山梨県鳥獣被害防止総
合対策事業費補助金において収益が生じたので、下記のとおり報告します。 
 

 
記 

 
 
     １ 事業の区分 
 
     ２ 補助金交付額 
                                                           円 
     ３ 補助対象経費 
                                                                円 
     ４ 事業に係る収益額 
                                                                円 
     ５ 根拠書類 
 
    （注）１ 根拠書類を添付すること（根拠資料に代えて、URL記載も可）。  

 

        ２ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１１号 

                              番        号 

                            年 月 日 

 

 

団体名 

（協議会名） 

代表者 役職 氏名  殿 

  

所在地 

商号又は名称 

代表者 役職 氏名  印 

 

 

契約に係る指名停止等に関する申立書 

 

 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域につい

て、現在、農林水産省の機関又は山梨県から○○契約に係る指名停止等の措置を受け

ていないことを申し立てます。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し立てません。 

 

 

（注）１ ○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること 

２ この申請書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設   

等機関、地方支分局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援セ 

ンターをいう。 

３ 「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁  

止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納 

付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他者が農林水 

産省の機関から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正 

取引委員会からの命令をいう。 

なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮し  

た妥当な期間を経過した場合は、この限りではない。 

４ 本様式における押印は省略しても差支えないものとする。 


